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規約の一部変更及び補欠執行役員の選任に関するお知らせ 

 

積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、規約の一

部変更及び補欠執行役員の選任に関して、下記のとおり 2025年 5月 22日に開催する本投資法人の第 7回投資主

総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

1．規約の一部変更について 

変更の理由及び議案の要領は以下のとおりです。 

(1) 本投資法人は、直接に不動産を取得する場合の不動産流通税（登録免許税及び不動産取得税）の軽減措

置の適用を受けることを目的に、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産の価額の合計

額の割合を 75％以上とすることを現行規約第 34条第 3項に定めています（以下「特定不動産の割合制限

規定」といいます。）。しかしながら、本投資法人が不動産を直接取得する事例は乏しく、かかる軽減措

置の適用を受ける事例は、これまで極めて限定されていました。他方で、本投資法人は、足元国内の賃

貸マンションの価格が高止まりし、資産の入替え後の再投資において国内で優良な投資機会を十分に確

保することが難しい中、国内における「安定成長」に加え、海外（米国）における「積極的成長」を取

り込むことが本投資法人の成長に資すると判断し、2024 年 5 月に海外不動産等への投資として、米国の

住居に投資する米国法人への出資を開始しました。今後も米国の住居を含む海外不動産等への投資を検

討していく中、特定不動産の割合制限規定がその支障になることが見込まれたことから、当該制限を撤

廃すべく、特定不動産の割合制限規定を削除するものです（現行規約第 34条第 3項関連）。 

 

(2) 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26年法律第 198号、その後の改正を含みます。）及び投資法人

の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 号、その後の改正を含みます。）の改正により「出資総額

等の合計額」の定義が規定されたことに伴い、これに関連した規定について、所要の変更を行うもので

す（現行規約第 46条第 1号関連）。 

 

（上記規約の一部変更の詳細については、添付資料「第 7回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

2．補欠執行役員の選任について 

執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名（候補者：

藤原寿光）の選任をお願いするものです。 

 

（上記補欠執行役員の選任の詳細については、添付資料「第 7 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 
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3．本投資主総会等の日程 

2025年 4月 15日 本投資主総会提出議案承認の役員会 

2025年 5月 2日 本投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

2025年 5月 22日 本投資主総会開催（予定） 

（注） 本投資法人は、本投資主総会における承認可決後、必要となる関係法令に基づく届出等の手続きを速やかに行う予定です。 

 

以 上 

 

※ 本投資法人のウェブサイト：https://www.sekisuihouse-reit.co.jp/ 

 

 

＜添付資料＞ 

・第 7回投資主総会招集ご通知 

http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/



















